
国立市同意基準 

 

（市との連携） 

 

定期的に（少なくとも半年に 1回）運営会議を開催し、市の職員が参加する。市の行政

計画に沿い、高齢者施策への協力を行うこと。 

また、国立市が行う地域ケア会議にも参加すること。 

 

（近隣への配慮） 

 

管理・運営にあたっては、地域の近隣住民との交流や支え合いが行えるよう、地域の自

治会、町会への加入や、地域行事への積極的な参加を行えるようなしくみづくりに努め

ること。 

 

交流スペースの設置については、近隣住民の意向を踏まえて、多世代間の交流や支え合

いが行えるようなしくみづくりを行うこと。 

 

戸数については、住宅の規模に応じて国立市と協議を行い、設定する。 

 

 

（防災上の配慮） 

 

住宅において防災上の安全確保に努め、関係法令の基準に従うこと。 

 

 

 


